
－1－ 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは、質問通告

書に基づきまして大きく４点について質問いたした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

今議会から質問に対する答弁書を事前に配られる

ということで大変な手間をかけて申しわけないと、

そのように思います。実になるような議論をしてい

きたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしま

す。 

まず１点目、人口減少時代における村づくりのビ

ジョンについてをお伺いしたいと思います。 

北海道が発表した２０１０年度の国勢調査の結果

速報値が先月ですか、発表になりまして、総人口が

５５０万７０００人前回調査に比べて１２万人の減

少調査開始以来最大の２．１％の減少率になったと。

少子高齢現象が影響したのは明らかであります。人

口が１０％以上減少したのは１７９市町村のうち３

８市町村にも上る町村部だけではなく、地方都市で

も減少傾向が顕著になっていると特徴的にはそうい

うことだろうと。さらに特徴的には世帯数は、現実

１．８％増えているとしかし人口は減少していると。

いわゆるこれは、核家族化に加えて高齢の夫婦のみ

ひとり暮らし世帯の増加をこれは示唆しているのだ

ろうなと全道の町村部の平均の減少率は６．０％宗

谷管内においては５０００弱ですから６．３％の減

少結果だと全道平均を上回っている。本村で言いま

すと、前回調査２００５年調査時点と比較して３．

９％約４％弱の減少これは管内一減少率が低い穏や

かな減少こういうラインを示しているということで

あります。しかし穏やかな減少といっても、減少に

歯どめがかかっているわけではないと。継続して減

少し続けているわけですからこのままでは地域の活

力が当然失われていくだろうと。それと問題は人口

５０００人を切ってしまうといろんな課題が出てく

る。ということは、買い物公共交通医療これは地域

の基本的な機能は弱体化していくまた失われていく

という現象があります。これは学者が、こういうこ

とを述べておりますけれども、猿払村においては５

０００人はとうに切っております。しかし、地域と

しては何とか維持していると、そういう現状でござ

いますけれども、何としてもですね人口減少の急速

な減少という部分に歯どめをかけるという対策はも

う急務だと理解します。 

そこで対策について質問いたします。また、提案

もしていきたいと思います。 

まず１つ目、日本全体で少子高齢による人口減少

が進んでいるということは先ほど述べたとおりでご

ざいます。北海道の人口も３０年後には２５％もの

４１４万人まで減少し、地域維持に困難をきたす自

治体もあちこちで出るいうふうに予測されます。し

かし、末端自治体で打つ手はあるのかと。即効薬は

あるんだろうか。特効薬はあるんだろうかとどう分

析する中では対応に限界が指摘されているしかしや

っぱり今こそ長期展望に立った減少の加速に歯止め

をかける、また増やしていくというようなオリジナ

ルな対策が求められると思いますけども、村長総論

今までの流れで総論での現状認識をお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

冒頭に実のある医療議論をしましょうということ

でございます。私も同様の考えでございます。やり

方等少々変わりましたので、実のある討論をして建

設的なご意見を賜りたいと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 

さて、人口減少時代における総論での現状認識と

のご質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり

日本全体で、人口減少が続いております。これは国

の経済成長に大きく影響いたします。昨年度日本の

ＧＤＰは中国に抜かれ世界第３位に転落いたしまし

た。数年中に、次から次へと各国に追い抜かれ２０

５０年には世界第１０位になると予想されておりま

す。ＧＤＰの成長の３つの要素は労働力の増加、生

産設備の増加、技術の向上でありますからこの予想

となっているのが労働力の減少つまり人口減少であ

ります。経済成長しないことが国民への分配が増え

ず我々の給料は横ばいもしくは減少することを意味

いたします。したがいまして何としても人口減少を

防ぐ方法を国は考えなければなりません。地方も同

様であります。言われるまでもなく人口の減少は、

地域の存続にかかわります。 
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人口は減少加速に歯どめをかけるオリジナル対策

との質問でございますが画期的な対応策があるわけ

ではございません。わが村は基幹産業である水産業、

酪農業の第一次産業からなっている村でございます

からこの基幹産業の健全な発展により地域として付

加価値を生み出すことが一番重要だと感じていると

ころであります。これらのことは村単独では困難で

ありますので北海道、国の協力を得て今年度も酪農

業の土地改良事業等の採択酪農環境整備水産業の漁

港整備のために全力を尽くしてまいりました。産業

経済を維持することが地域の存続につながるものと

信じておりますので、今後も第１次産業維持の施策

を最優先で行ってまいります。孫の代まで暮らせる

産業基盤があって安心して暮らせる地域が可能だと

信じております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：まずもってこの減少、

人口減少時代に対応していくために産業の発展、こ

れは欠かせないと。しかし国全体の施策政策または

ＧＤＰ成長を待っていて対策が後手後手ではまちづ

くりは崩壊してしまうかもしれません。そういう観

点からいえば今第一次産業また二次産業、三次産業、

こういった部分は別にしまして果たしてここに定住

するという条件は果たして何なのかと私は自分なり

に考えてみましたけれども、一般的な部分で住民と

十分そのあたりについて議論した経緯がございます

けれども、やはりここに定住する条件は、住民の生

活、医療・福祉・教育、いろんなものが関連してく

るのだろうと思います。まず安心して安全で安心し

て生活できるかどうか医療も含めて、教育も含めて

そうなるのでしょうけれども、とりわけ高齢者が生

活しやすい、また日常的に社会参加ができる環境だ

とか地域住民が支え合って触れ合って楽しんで適当

な楽しみがあって息抜きができるような環境若者が

子育てをしやすい環境、これは当然負担の軽減であ

ります。そして一番大切なのはやはりここでは雇用

をどう創っていくか。これは最大のテーマだろうと

いうふうに思います。この中では地域資源を最大限

に活用した産業振興による雇用の場の確保、これは

やはり政治の絶対条件ということになってこようと

思います。増やす対策必ずしも私は人口を増やすだ

けが今言う私の提案ではないのですけれども、自分

たちがここに孫子の代まで安心して生活していく、

定住をしていくという条件の中には今言ったような

対策が絶対求められてるんだろうなというふうに理

解します。それにはですね基本的な条件を満たすた

めにはさまざまなアプローチが、あるのだろう、仕

方があるのだろうと思います。明確できめ細やかな

ビジョンの作成がやっぱり具体的に急いでやる必要

があるだろうなというふうに考えます。これについ

ていかがでしょうかということでそれとまた、個別

の総論、戦略的な政策については執行方針でも述べ

られております。現在進行形の福祉等についてはあ

る程度すね素早い対応というんですか、そういうも

のも展開がなされている。事務事業も数が多い、そ

ういった部分では敬意を表しております。さらに具

体的な戦術として、第６次の総合計画がございます。

５カ年との関連も含む含めてですね。今言ったよう

な具体化した対策をどう具現化し、市場化に結びつ

けていくのかこれからの地域維持発展のかぎと考え

ます。今後、個別的政策の展開こういったイメージ

があるまたスケジュールについてはどうお考えでし

ょうか。お伺いをいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。先ほども答えましたがそして議員

も今おっしゃっておりましたが、地域資源を最大限

活用した産業振興による雇用の場の確保が、定住の

最大条件と考えているところでございます。そのた

め今も行われている企業誘致及び地域企業再生促進

事業利子補給制度により村内事業化の積極的投資を

うながし猿払村まちづくり基本計画の実施計画に基

づく農業振興策そして水産業における漁船保管施設

拡張事業保管施設整備等の水産振興ふるさとの家改

修等による観光振興施策等により雇用の増加を目指

しているところでございます。スケジュール等につ

いては既にお配りしております実施計画に記載され

ております。また総合計画には記載されておりませ

んが農業漁協の協力を得ながら企業誘致の可能性を
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探ってまいります。この地域で付加価値を生み出さ

なければこの地域そして村民は豊かになりません。

すべての住民が豊かになることがこの地域を維持す

るための条件であります。安心して暮らせるための

上下水道事業等の生活環境消防車等の計画の実施計

画に記載されております。保健福祉の実施計画は執

行方針でも述べましたが本年度検討した結果今年度

は予防重視型のサービス居宅型サービスの充実をい

たします。またこの地域福祉の原点が議員が述べて

いるとおり地域住民が支え合う環境でございます。

日頃より申し上げておりますが今地域が１つになっ

て行う行事が少なくなってまいりました。本年より

自治会、教育委員会等により、各種の行事を仕掛け

てまいります。このような積み重ねにより住民の意

識が高まり地域で高齢者障害者を守る意識がさらに

深まることを期待するものであります。ボランティ

ア活動ＮＰＯ活動へ発展させてまいりたいと思って

いるところでございますので、よろしくお願い申し

上げます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今答弁いただきまし

て、基本的な考え方としては産業振興による雇用の

確保これがやっぱり最大のテーマということでその

意味からいけば企業誘致という部分の現実性これは

北海道のみならず、本州府県でもずいぶん雇用に走

っている自治体もございます。しかし成功例はあま

りないやはり地域に根差した地域資源をどう生かし

ていくかという,これしかないと思うのですよ、私

は。猿払村に新たな企業が誘致できるか、その可能

性はそんなこといってもしょうがない、言わない方

がいいだろうというふうに私は思いますしいろんな

部分でまちづくりの基本計画、実施計画、農業振興

策、水産業の充実ふるさとの家改修等に観光資源こ

ういうのを増加を目指す、十分に理解もいたします。

また、住みやすい村づくりという部分でも理解がで

きます。そこでちょっと提案しますけれども人口が

多かろうが少なかろうがですね。自分たちが住んで

いていい町だって実感できるまちづくりというのは

そういうまちがあってもいいしあるはずだと私は思

うのですね。少ないから必ずしも住みよい、住みに

くい村というふうには理解しませんし少ないのなら

少ないなりの魅力のある村づくりそういうものは目

指すべきだろうと。そういうふうに思います。若い

世代が地域に住んで活力をもたらして子育てしやす

い環境をまずつくることがまず第一点ですし、中高

年にあって、我々は高齢者であっても安心と生活の

豊かさを感じるそういう地域であること住んでいる

地域全体の住民がやはり魅力があるような人材そう

いった人材をつくっていないのではないのかなとそ

ういうことも含めて考えていかなければならない。

その意味でいけば、先ほど村長最後の方で答弁され

た住民で共同でこういうものをつくっていかなけれ

ばならない、地域をそういうことで理解しますので

やはりこの分はやっぱり頑張って多く我々官民一体

となってやっぱりつくっていきたいなというふうに

理解します。それで、しかし本村の福祉事業として

はどうなんだろうかと考えた場合高齢者住宅の除排

雪対策だとかそれだとか安否の確認、お元気コール

だとか消防でいろいろやっております。随分頑張っ

てやっていただいておりますし単に他の町村にない

取り組みをどんどんしていただいていると。さらに

は配食サービスと栄養教室子育ての支援事業積極的

に取り組んでいることについては頭の下がる思いで

す。これは率直な私の感想でございます。しかし一

方では若年層で限っていえば保育料の負担が重いん

じゃないだろうか。だとか、通学定期がどうなんだ

ろう、ここに高校もないのに通学定期の負担が一時

削られたなんてことはありますけれども補助がです

ね。これはやっぱりここに高校があって他の高校に

行くっていうのであればそれはやむを得ないですが、

ないんですから、行かなければならないです高校に

にねであれば１００パーセント補助するのは当たり

前のことだろうと。私はそういうふうに理解します。

そのあたり今後どうなされるのかこれ先ほど言った

保育料の問題もあります。通学定期の負担今後も問

題としてそういったものも課題として残っていると

いうことも起因してございますから、この対策につ

いてもちょっとお聞きしたい。それと高齢者のです

ねひきこもり対策言ってみればどっかに行って気軽

に触れ合える場所がないということなのですね。ど
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うしても冬になると寒いですから、行くところもな

い言ってみればテレビと会話をしているいうのが現

実ではないのだろうかと。それから延長していけば

引きこもりになって認知症だとかいろんな障害が発

生してくる。してからじゃ遅いんですね。事前に対

策を打てば安く済む、安くといったらおかしいです

けども、早目の対応でそういうものもの軽い症状で

済むかもしれないそういう対策をどうするのかと。

それだとか地域が分散しておりますから運転できな

い住民もおります。免許も高齢で返してしまったと

いう住民もおります。そうした人たちの足の確保を

どうするんだという対策、これは具体的に予算化も

されております。しかし、しかしですねこれは福祉

だけではないのですね。いろんな住民の楽しみもあ

りますからそういった幅広くやっぱり考えていく必

要もあるのではないのだろうかとそれと当事者の目

線に立った対策これは、何も公だけに求めてるわけ

じゃないんです。私たち住民もですね。やっぱり一

緒になってものを考えていかなければならないとい

うふうに思っております。こういうことで、今言っ

た何点かについて村長何か感想があったら答弁して

いただきたいなと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君）：たくさんのご質問がございま

したのでちょっと整理をしながら副村長と交代で答

えていきたいなと思っております。まず最初にです

ね。企業誘致の声を上げる必要がないとかいうご意

見ございましたけれども私が今可能性があると思っ

ているのはもちろん地域の資源ホタテですね。ホタ

テを基本とした、企業誘致でございます。これは私

は決して可能性がないと思ってはおりません。去年

も無駄足には終わりましたけれどもいろんなところ

へ行ってお話しをした経過がございます。これはも

ちろん組合のご理解も要ることではございますが将

来のことをそれこそ孫の代まで考えれば少しでも地

場地域の現状を使いまして付加価値を地域で生み出

すそしてそれを地域で還元する、これがやっぱり地

域存続の条件でございますし、酪農についても同様

でございます。それで、そうでございますので、こ

の可能性については私も今年も機会あるごとに可能

性を探りたいと思っているところでございます。通

学定期に関しましては議員がご存知のとおり本年度

執行方針の中でも述べておりますが７割負担とした

ところでございます。昨年は５割負担にいたしまし

て本年７割負担したということでございます。徐々

に、それは今後についても全額補助に向かって考え

ていきたいものだと思っているところでございます。

とりあえずちょっと私の方はここでやめまして副村

長の方から答弁いたします。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君）：それではお答えを申し上

げたいと思います。只今村長の方から通学定期の関

係につきましては執行方針に載っておりますけれど

もそのようなかたちで今年度の７割補助そして今の

答弁の中では１００％全額補助に向けて検討してま

いりたいいうことでございますのでその点には触れ

ませんけれども保育料の関係でございます。保育料

につきましては過去の第１次の行財政改革において

この保育料についてだけですね。据え置きというこ

とでずっと今年まで来ているところでございます。

内容につきましては階層についた猿払村においては

第１階層から第７階層まで。国と比較しますと国は

第１階層から第８階層までありますけれども、国の

だいたい料金の６割から７階層になりますと約５割

程度ということでかなり金額を抑えた中での保育料

の料金設定になっております。そういう中で今後見

直しをしていかなければならないのかなということ

については所得階層だとか徴収年齢の設定が違って

おりますのでそういう点についた見直しをしていか

なければならないのかなというふうに思っておりま

すし、また他町と比較したものもございますけれど

も、例えば第３子の保育料の軽減だとかいろいろ条

件がありますので今後この保育料については検討を

加えていかなければならないかなというふうに思っ

ております。先ほどもご質問の内容の中でこの保育

関係、それと子育て支援、学童保育関係については

ですね、他の町と比較しても負けてはいないと。内

容については負けてはいないというふうに自負して

おります。そういう分で伸ばすところは伸ばす、負

担の部分についてはですね。直しをかけてまいりた
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いというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。そう

いった意味で国の基準の中での５割から６割に抑え

ているとそういう中でも若干のやっぱり負担軽減の

必要もあるというふうに今答弁されたというふうに

理解します。所得の制限は当然あってもいいと思う

のですね。所得のある人は当然負担も多くなると。

それはいいですけれども全体的にどうなのかなと。

実はこれも総合計画の基本構想の中に明らかにこの

負担の軽減を図っていくという部分、保育料を下げ

るということを表現されております。事業実施はい

つなのだと疑問に思うわけですね。過日常任委員会

の中でも村長にお伺いました。基本構想と事業、実

施事業の計画と整合性という部分は一緒になって考

えなければ議論しなければこれは基本構想だけ議決

事項ではだめですよと私はそんな提案しました。そ

れは予算の中で村長はというけれども、こういうも

のもやはり今後の課題としてやはりそういう関連が

あるから私は言うのであって、これは今後課題とし

ていただきたいと思います。それと言ってみればこ

れは後でまた最後の質問にもかぶるものであります

けれども、やっぱり生活弱者の視点でものを考える

ということをこれは高齢者だとか障害者いろいろい

ると思います。当事者の目線でと先ほど言いました。

やはりそういう弱い立場の人がどんな対策を求めて

いるのかというのは我々なかなか実態をつかむとい

うのは難しいんです。机上の上で、おそらく想像す

るのはできるのですけれども、実際にその人はどう

いう希望をどんなニーズがあるのかというのは実際

会って話を聞くというのがやっぱり大事なことだろ

うと村長、私思うのですね。そこで提案します。先

ほども執行方針の中で地域担当制、これは始めてか

ら何年になりますか。もう数年になると思いますけ

ど。その担当制でその担当した地域の中で一人一人

の、そういう弱者ニーズを調査するというのは案外

可能だろうと私思うのですね。そういう対応もやは

り調査した中で対策が生まれてくるという、私はそ

ういうふうに思います。これは答弁は求めないです

けれども、そういうこともやはり並行しながらやっ

ぱり足で調査をして、調査なくして対策なしと私前

からこういう言い方をしますけれども、調査があっ

て実態があって初めてこういう対策が必要だという

ふうに私は思います。これはこういうことで努力し

ていただきたいとそのように思います。それと今回

の国調の速報値では全道の１７９市町村のうち人口

が増えたという市町村は１６市町村ありました。特

徴的にはニセコだとかいろんなそういう外資の資本

がそして流入人口があるとかそれだとか千歳だとか

恵庭だとかという象徴されるようにベットタウン、

都市近郊のベットタウン化が挙げられる東川だとか

そういうところがあるんだとしかしうちと同じは同

規模では中札内村、十勝ですけど月形町そういう町

村、それと七飯町というんですか、これね。だいた

い本村と似通った規模で人口増加しているところは

あるのですね。なんかここにまちづくりのヒントが

ないだろうかと。私はそういうふうに考えるのです

ね。実際はわからないですけど。この前テレビで実

は中札内のテレビを見ました。いろいろ何というの

か観光にいろんな人が大阪や東京から人が定住して

くるのですよね。一人がそれが核になってまた一人

増やし二人増やし、三人増やしという核になってど

んどんどんどんそういう町が魅力があるのですね。

そういう人に人が人を呼ぶというのですか。こうい

うところに何か人口減少に歯止めをかけるような、

または増やすようなヒントが何かありそうな気がす

るので、そういう部分も実態を調べてみる必要があ

るというふうに提案しておきたいと思います。これ

も村長何かこれについての何か感想があればちょっ

と聞かせて、なければいいんですけど。 

それで次に、全国全道北海道の傾向はともかく、

猿払村の人口動態検証し調べていただきました。５

年前の国調との比較では１１５人。３．９％の減。

管内一穏やかな減少にとどまっていると。これはは

っきりしていますね。これは先人が残した資源遺産

これがやっぱり雇用を生み作用しているんだと、穏

やかな減少にとどまっているんだろうなとそういう

ふうに感じられますね。それと減少の傾向としては

これは他の町村にはないのではないかと思うんです

けども、自然増減がほとんど拮抗していると。出生
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が１４９名５年間ですね。死亡が１４２人７人増な

のですね。他の町村から比べたら全部逆転している

でしょう、これ。恐らく。まだこれは正確に調べて

いません。社会的な増減では転出が６８４人転入が

５１４人で１７０人の減、これが３．９％の減少と

なって速報値で発表されているということですね。

それでさらに分析してみたらやはり中学も高校でも

いいですか出て行ったら帰って来ないですね。それ

がおそらく１７０人の減につながっているんだろう

と。ということは、その雇用の受け皿をなんとか創

れば、人口減少は止められるぞということにもなる

と。そういうことで先ほど村長が言いました企業の

誘致というような部分、私と解釈が違う。私は大企

業をここに持ってきてここに企業誘致してくれとい

うことじゃない、そういう意味ではないです。地域

に根差した資源を活用した企業誘致、当然のことだ

と思いますので、それは一致していますから違った

意味でそれはやっぱり絶対やらなければならないで

す。そういうことでこの猿払村の人口で動態のデー

タを見てもですね決して悲観するようなデータでは

ないと私思うのですよね。絶対悲観すべきではない

しそれで今ある一次産業、二次加工、三次加工、今、

国も道も言ってますよね。い６次産業と言ってます

けども足してもかけても、６次。６。１、２、３足

せば６。１掛ける２掛ける３でも６。それは今ある

資源を半完成品を出して完成品はどこか東京かどこ

か札幌あたりで作っていると。それじゃ駄目なので

すよね。猿払村から完成品を出すと。それがやっぱ

り大きな鍵だというふうに思います。それについて

村長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：地域を維持するために

はいろんな施策があると思います。ただ先ほどから

申し上げておりますが先ほども議員が例としてあげ

ました中札内、これも確か酪農業、農業部門の振興

が一番の原因であると私は勉強しております。です

からまずはやっぱり産業をここに持ってくるという

こと産業という付加価値をこの地域でつくると。こ

の地域で付加価値を作ればその付加価値は住民に還

元しますからこれがまず私は１番の条件だと思って

おります。ですけれども、あらゆる方法を考えまし

て漁業協同組合さんまた農業の皆さんにもご理解い

ただきまして地域の資源を利用してこの地域で付加

価値を生み、その付加価値を地域に戻すと。これが

何度も申し上げますがこの地域が残る可能性だと思

っておりますし、またこの地域にはその可能性があ

る地域だと私は思っております。今週末にちょっと

話が逸れてしまいますけれども、拓心中学も卒業生

がございましてそこで挨拶をしなければいけないと。

昨日ちらっと考えておきましたけれども、。私は拓

中生に皆さん帰ってこいという帰ってこいよは私の

歌でございますけれども帰ってこいよという提言を

したいなと思っております。そのためにがんばって

いきたいなと思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全く同感しますので

何とかですね、村長にだけこういう対策を打て打て

と要求するだけじゃなくて、やっぱりみんなが考え

ていかなければならない、住民みんなこぞって考え

ていかなければならない課題だというふうに思いま

すのでやっぱりこういう課題を共有するということ

は大事だと思うのですねあまり村長も一人で悩むこ

となくやはり議会も含めてですねやはり総合的に対

策というのをみんなで考えようと。みんなで考える、

ですね。考えようということではなく、みんなで考

えると。そういう雰囲気をやっぱりつくっていかな

ければならないだろうというふうに思うのです。同

感ですそうですねやはり私何も人口を増やす増やす

というだけがまちづくりでないと思っていますし、

やっぱり少なくてもそこにいてほっとできるまちだ

とか活力を感じる活力を感じるといったら人口が多

い方がいいですけれどもそして魅力を感じるような

まちづくりとりもなおさず優しさと思いやりだとか

多様な価値観を共有しあえるような地域をつくるの

が地域発展のかぎだろうというふうに思いますね。

やっぱり違った価値観を持っている人を受け入れる

きちっと受け入れていく地域づくりというのは大変

大切だろうというふうに思いますしその意味で言え

ばやっぱり人材育成相当力を入れていかなければな

らないと思いますね。これは教育の問題でもありま
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す。それと新しい風をやっぱり地域の中に吹き込ま

せるという対策も重要だと、それにはどんな対策が

あるかと。やっぱり他の町村でも進めている北海道

でも相当数になるでしょう。百以上の町村が取り組

んでいる二番煎じ三番煎じかもしれない。定住、移

住。やっぱり地域にインパクトを与えるとそのよう

なことも対策も必要なんだろうなと。そんなふうに

も考えて提言していきたいと思います。それとこれ

は答弁要らないです。 

それともう１点目、いろんな生活環境居住環境と

いうような部分では村でのオリジナルの対策として

持ち家制度助成制度ですね。これも制度はもうでき

てよくやった。制度をつくっていただいてですねこ

れは順調に推移してきているんだろうというふうに

も思いますしぜひ継続もしていただきたいなという

ふうにも思います。それで執行方針の１１ページに

住宅対策がありますけれども、ユニバーサルデザイ

ン、高齢者に優しい住宅づくりこれは公的な住宅だ

けではなく、村長これはどうですか建設してからず

いぶん年数も経って若干でもリフォームしなければ

バリアをとるとかなんとかとそういうリフォームに

対する対策というような部分で助成制度なんかは検

討するという考え方はないでしょうか。それをちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：持ち家制度につきまし

てはリフォームまで正直考えてはおりませんでした

けど、それは検討に値することだとは思っておりま

す。眞田君。それでは次に移らさせていただきます。

３番目でこれは一生懸命対策を打てばですね人口減

少の速度は落としていくことは可能だし増やしてい

くことも可能かなと今村長の話しやりとりの中でそ

ういうふうにポジティブに物を考えられるようにな

ったんですけどもね、しかしですね減少に全く歯ど

めをかけるということは容易なことではないと、私

は思いますね。したがって減少を前提にした、身の

丈に合ったまちづくりというのは必要なんだろうな

というふうに思いますし、特に公共施設は国の施策

によって縦割りでの物の考え方で随分箱ものは縦割

り行政の弊害で目的ごとに建てられてきたというの

が現状です。状態が今は施設が膨らんでしまって何

といいますか逆に太りすぎちゃっているという部分

もあるのですね。それがこの維持管理にももう非常

に何というのですか負担がかかってくるというそう

いった部分でもうそろそろですねそれぞれの施設こ

れは必要な施設ならどんどん充実すべきだしこれは

やっぱり使われていないじゃないかというようなそ

んな施設はやっぱりむしろカットしてくというよう

な勇気が必要だと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの施設仕分け

のご質問にお答えいたします。先ほどの執行方針で

も申し述べましたが今の喫緊の課題が実質公債費比

率１８％を切ることでございます。この１８％を切

れない要因の１つが鬼志別の保育所、保健福祉総合

センターまた消防支署の返済の時期がたまたま今重

なっているということでございます。しかしながら

これらの施設は他の施設に比べ当たり前ですけれど

も比較的新しい施設であります。今議員の言われる

ように各施設の利用実態の把握と利用の促進を図る

ことを前提に老朽化が進む施設の機能をこの新しい

施設に移すことが可能なのかどうかを探ることは村

の経費削減において検討に値すると存じますし、行

財政健全化計画の中にも挙げております。たまたま

今まで、生活改善センターで行われてきておりまし

た集まりが今ここの施設で行われていると、そうい

う事実もございますので十分に検討してまいりたい

なと思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：実はことしの２月の

１２日に道新のこの報道には公共施設の総量削減と

人口減少４０年かけてある市のこれは神奈川県秦野

市ですか、面積を４分の３にすると。今私が言った

ようなことです。メタボリックになっていると。施

設がみんな膨らんで膨らんで、目的ごとにみんなあ

ちこちにある利用頻度といえば極めて薄いものもた

くさんあると。それとやっぱり利用料金は取るよう

になったんですけども果たしてそれによって利用の

実態はどうなったんだろうかというこういう検証、

これは前から課題ですから、これですね、やはり私
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は料金を取るのは当たり前の感覚だということはそ

れは理解できますけれども、それによって、利用頻

度が落ちるのは最悪だというふうに思います。今後、

言ってみれば、今の環境改善センターにある図書室

がどの程度使われているか、改善センターはどうな

のか銭湯はこのままやっていけるのか役場庁舎は今

のまま全館を維持するのか。いろんな問題や課題が

あると思うのです。これについてやはり今後の対応

としてこれは次の世代にやっぱり負担を背負わせる

ことになりますからね。そういう意味からいえば、

村長もやはりこれはあるスケジュールを持って、い

つまでに検討していきたいとそういう方向を見出し

ていきたいという考え方はございませんか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：もちろんそのような形

で検討していきたいと思っているところでございま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次の質問で、

稚内市を中心とした圏域での共生ビジョンを描くた

めの宗谷１０市町村による定住自立圏まず言ってみ

れば定住自立圏協定これは調印を終えたということ

です。大まかな施策はある程度羅列されておりまし

た。具体的な事業については今後の課題だと今後協

議されると。それに向けて協議段階では今言う人口

減少時代に求められる具体的な政策ビジョンで何か

村長、イメージしたものはございますか。定住自立

圏の中で、こういうイメージで私は協議していきた

いという何かテーマとしてひとつでもあれば。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。イメージと言われましてもまだ具体

的なイメージはそのようなものはまだ浮かんではい

ないのではございますが、それとともにちょっとお

答えいたします。本年１月に締結いたしました。定

住自立圏の形成に関する協定は都市機能や生活機能

の確保を充実経済基盤の整備促進魅力あふれる圏域

の形成を目的としております。現在、中心市で共生

ビジョン策定に向けた協議が行われており、具体的

な施策や負担のあり方などはこれからですが本村が

この時期に期待する施策としては先ほど来申し述べ

ております産業振興、医療、子育て・教育と考えて

おります。その中で定住者を増やす取り組みとして

の産業振興では各自治体が行っている情報発信など

のチャンネルを広域で活用し地域ブランド化の促進

や販路拡大による企業の活性化、それによる観光の

振興を増やしていきたいと考えております。さらに

少子化対策として、医療・子育て教育では中心市が

持っている人材機能を有効に活用できる取組を進め、

安心を増やしていきたいなと考えているところでご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：まちづくり、簡単に

まちづくりといいますけれども、これは半端なもの

ではないので、しかし各構成市町村自治体の法人格

を持った自治体ですべての住民ニーズにフルセット

で応えるということは可能じゃないですよね。それ

を補完するのが定住自立圏こういう問題だと。広域

連携。そういう問題だというふうに理解します。と

いうことは今日実は道新に、病院とタッグでプール

で健康づくり水中ウォークング開講とこういう医療

機関とそういうものを組み合わせてですね、なんと

いうのですか、リハビリだとかそういったものをや

っているというようなことで、こういうものがやっ

ぱり共同でうちの住民で必要であれば稚内にバスで

送迎して一緒に受講するだとか例えばここで医療で

心電図をとればすぐ遠隔で診療できるような体制だ

とかいろんなものがあると思うのですよね。そうい

う課題をひとつずつ探り出していくということは大

事だと思うのですのでひとつよろしくお願いしたい

と思います。これは答弁は不要でございます。次に、

ＴＰＰ参加で強い農業を目指せるんだろうかという

ひとつのテーマでお話ししたいと思います。関税の

撤廃や言ってみれば投資の自由化、より自由な貿易

の通商ルールを決めるということで環太平洋連携協

定交渉参加と。これは日本の国の方向を決め、北海

道猿払農業の存続にかかわる大変な重要な課題だと。

菅首相が言うように、平成の開国、徹底した貿易立

国の道を歩もうとそういう姿勢の中での参加を今ど

うしようかということでございますから。それか全
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く自由に競争させてそういう道を歩むのか、それと

も国内の農林水産業を守りながら調和のとれた国づ

くりを目指すのか、今まさに問われているのですけ

れども、食料は、食料安保ですね。国の戦略物資ヨ

ーロッパ諸国これでは１２０％ぐらいの食料自給率

うちでいえばカロリーベースで４０％と言われてい

ますね。それを何とか５０％にしようなんて国の方

針がありますけども、どこにいっちゃったのか。価

格ベースが７０％ぐらいと言われておりますけれど

も食料自給はできない国は二流国だというふうな位

置づけもヨーロッパではされていると私はＴＰＰに

参加しても農家の個別所得保障だとか規模の拡大、

そういったものの対策で国内農業は自立できるのだ

ろうか、足腰の強い農業を守り育てることはできる

のか、国民の食料の安定確保にできるのかと農業に

よって維持されているいろんな自然条件でそういっ

たものも環境づくりというのを確保できるんだろう

か極めて心配ですね。そういったものを展望開けな

いままこれは６月にそういう方向を示す、全く本末

転倒、逆ですね。そういう展望を開いてから明らか

にして平成の開国と両立できるんだとだから参加す

るんだということであれば納得します。そこで伺い

ますけども、ＴＰＰ、私もこれ自体非常に難しい。

正しく理解できてない方も多いと思いますからやっ

ぱり住民の側が学習する場が必要だというふうに思

います。やっぱり住民も消費者も皆共通理解に立た

なければならないというふうに思いますね。そうい

うふうに思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問につ

いてお答えします。議員が言われたとおり、このＴ

ＰＰ環太平洋連携協定はＦＴＡ自由貿易協定の１つ

であり、その中でも例外品目のない関税完全撤廃の

自由貿易協定があり、国内的にも賛否両論がありま

す。北海道は、生産者団体はもちろん、経済団体や

消費者団体まで一丸となって協定の参加については、

絶対反対の立場を訴えてきております。昨年１１月

１２日北海道農業協同組合中央会と北海道漁業協同

組合連合会並びに北海道の森林組合連合会の生産者

３団体主催による道民総決起大会が札幌市民ホール

で開催され、道民約１７００人が結集し産業界のみ

ならず、人的交流を始め、あらゆる業界にその悪影

響を及ぼすものであり、断固反対する決議が大会ア

ピールとして採択されているところでございます。

現在、この３団体連盟による１０００万人反対署名

運動を展開しておりますが、今後は地域からの取り

組みの重要性を認識し猿払村としても酪農振興連合

会や漁業協同組合と連携を図りながら村民向けの講

演会等の開催について前向きに検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：実は私、１月ほど前

のテレビで堂々たる政治凛とした日本ＴＰＰ参加で

強い農業を目指せとそういうタイトルのテレビ番組

を見ました。出たのが与謝野経済財政相、そこで議

論されたと。彼いわく日本の輸出額５０兆円輸入額

も約５０兆うち農業生産が８兆円その状況の中で日

本の経済を大きくするために８兆円守るためにした

らその産業そういう自由な貿易そういう除外をして

しまうそれでいいのかとそういうのは単純明快です

ね。そんな農業を８兆円で犠牲にできないよと、５

０兆円もあるのだからとそういう議論ですね。それ

とさらに米であれば１０アール当たり１０万円の生

産高です。これはトマトにすれば、１０アール当た

り１５０万の収益を得ています。それをイチゴに替

えれば２００万円の収入になりますと言ってます。

計算をしですね。だからそれをどんどん切り替えて

いくべきなのだ、だから日本農業は生き残れるのだ

というのですね。しかしここでトマトに替えれます

か、イチゴに替えれますか。何を考えているのかさ

っぱりわからない。それだとか、やはり地理的な条

件で中国あたりに行っても、富裕層は日本で生産さ

れた真っ赤な大きな色づきのいいリンゴは１個１，

０００円か２，０００円で売っているらしいです。

簡単に買うそうです。そういうものを生産できる対

抗できるもの品目として無いわけではないですけれ

どもね、日本の今の猿払村の現状で作目転換できる

わけないんですね。つぶれるしかないのですよ。そ

んなの無茶なのです。村長も先ほど安心しましたけ

れども、執行方針の中で断固反対と、これはやっぱ
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り村長の意思が明確になっておりますからやっぱり

強いメッセージをを発信して続けていただきたいと

そのように思います。これについては答弁は要らな

いです。それでエゾシカ対策、ちょっと時間がない

ので急ぎますけれども、２００９年度で５０億円の

言ってみれば被害が出ていると。農林業の被害です

ね。これは自然生態系に非常に大きな影響を与える

と。そこで聞きますけども、農業被害、農林業とい

う部分ではそれと交通事故だとかそういった被害も

あると思いますが、実態はどのように調査されてい

るかもしかそういう資料があれば答えていただきた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問につ

いてお答えいたします。エゾシカは村内の草地いた

るところに現れその頭数は確実に増えていることは

議員の言われたとおりであります。その中で牧草地

等の農業被害額の算出については畑作等と違い難し

いものもありますが関係機関等の聞き取りなどから

昨年度２１年度は牧草や乾燥ロール等の被害額とし

て約３００万円程度を道に報告しております。管内

的には５０万円から５００万円とばらつきがござい

ます。また交通事故被害については、その発生時間

帯は午後５時以降秋口が多く昨年は１９件のシカに

関する交通事故が発生しております。これらの対策

として、猟友会への駆除頭数の増頭や警察の交通事

故防止対策情報、また宗谷総合振興局や周辺市町村

と連携をとりながら具体的な対策を講じてまいりま

す。まずは回覧等による住民への注意を呼びかける

ことを重ねて行うことが重要であると思っておりま

すので、その周知を徹底してまいります。以上でご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。そう

いった被害も深刻なものがあると、交通事故につい

ても相当数あると聞いておりますから対策も必要だ

ろうというふうに思います。それで広域的な形で猿

払村だけで取り組んでもこれは大変、全く実効がな

いと思いますから、せめて宗谷管内で、総合的な施

策が必要だろうというふうに進言しておきたいと思

います。それでですね実はハンターや有害駆除に協

力していただいているハンターですか、これは全道

的な傾向としてはハンターの不足と高齢化が指摘さ

れていると。これは猿払村ではどうなってるか、も

しか実態がわかれば教えていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。高齢化社会現象は検証はいろんな

方面であらわれてきておりますが、猿払村にあって

は猟友会の１０年前の平均年齢が５１歳であったの

に対し平成２２年度では５３歳と着実に高齢化が進

んできております。また猟友会の会員数も現在は８

名で、１０年前に比べ５名減少しており、管内的に

も高齢化や若手ハンターの不足が見られてきており

ます。よろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。とい

うことは若手ハンターの育成というような部分では

急務だと思います。これについて対策は早めに手を

打っておかなければいけないだろうというふうに提

案をしておきたいと思います。それですね。次にで

すね白糠町ですか。先日陸上自衛隊でやったんだけ

れども結果的に大した頭数でもなく、最終的に２８

頭しか獲れなかったというのですね。駆除頭数に応

じた報酬というのを出したのですけども、２８頭で

７万円だそうですね。だからそういうことでハンタ

ーにおいても事故の対応に備えてやはり非常勤の公

務員こういった身分をやっぱり公務災害等の事を考

えればですね必要だと思いますけど、村長この検討

はしていただけるかどうか。 

それともう１点、個体を調整すると何十数万頭を

捕獲をして個体を調整していくということですから

そのシカ肉だとかそういった処理それとそれをどう

活用するか。広域的にそれは猿払村だけの問題では

ないと。これが定住自立圏だとか、そういった流れ

の中で共同で処理しようという方向も必要だと思い

ますのでこういう処理も資源になり得るということ

もありますのでそういう部分について村長今後考え

ていただけるかどうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽 昭君・登壇）：ハンターの自治体での

採用ということでございますが、最近道新の方でそ

のゾシカの特集記事が５日間ほどやっておりました。

その中でも記事の中でも検討されたことでことでご

ざいますが、なかなかちょっと実際上難しいのかな

と思っておりますがいろんな角度からちょっと探っ

てみたいなと思っているところでございます。また

シカ肉の件でございますが本年度１月末現在の全道

における有害鳥獣駆除によるエゾシカの捕獲頭数は、

４万４０００頭を捕獲しており前年対比で８０００

頭余り捕獲増となっております。有害鳥獣駆除は主

に銃による捕獲が主であり、それらのシカ肉につい

ては、処理の時間、弾の当たった場所により商品価

値のないものがほとんどでありシカ肉の活用となる

と生きたまま捕獲し養鹿などをしてから解体施設に

持ち込んで商品化する方法しかなく、安定的に供給

することは大変難しいのではないかと思います。現

在、管内では豊富町にその解体施設がありますが捕

獲後血抜きを上手にしてから１時間以内に持ち込み

をしなければ、商品としては扱ってもらえないので

猿払村から搬送することは時間的に不可能な状況に

あります。猿払村としては宗谷定住自立圏形成の中

でこの養鹿施設についても協議の場を提案しており

ますがまだ具体的な話し合いの場になっておりませ

んので今後資源活用に向けた取り組みについても施

設処理と合わせて提案してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：前の質問でも食のク

ラスターということであえてその部分については触

れなかったですけど、いろんな可能性という部分で

は追求すべきだと思います。そういうことでそうい

うテーマを常に頭に置いて考えると。そうすれば、

邪魔なものも資源になる可能性があると。そういう

ことを求めているのであって処理に難しいかどうか

ということを聞いているわけではない。やっぱりそ

ういう問題があるとすればそれをどうクリアしてや

っていくかということを考えるとそういうことで言

っているのです。これについては答弁はいいし、そ

のとおりだと思いますので、よろしくお願いします。

それで次の最後の質問になりますけれども１番目の

質問とかぶるとこもまた多いと思います。その中で

執行方針に永住できる地域政策、福祉対策について

お伺いしますけれども重点的対策として大きく７項

目が挙げられております。いずれの政策について個

々の課題が違いがあっても地域全体で支え合い村民

一人ひとりが地域福祉の担い手であると基本的にそ

ういうふうに位置づけられている。個々の問題課題

について村民一人ひとりが課題の認識と共有が先決

であり、ボランティアの意義も含め教育機会の創設

が必要と思います。個別単独政策とは別に互いに連

携し合った総合的な対策が求められていると思いま

す。特にこの福祉政策の中ではもう先行して他の町

村より先行してどんどん進んでいる部分があると。

先進的な取り組みをしている部分もあると思います。

だからそういう部分では別に私は指摘しているわけ

ではないです。ただ、より１歩踏み込んで何かそう

いう部分があればということで次の２点について質

問したいと思います。いろんな福祉の課題がありま

す。ボランティア、教育機会の創設だとか積極的参

加意識こういったのは住民が意識してみんなで共有

していかなければ、そんな地域づくりはできないと

私は思います。これについて教育機会を含めてご答

弁いただきたい。これは教育長の答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの眞田議員の

質問にお答えいたします。 

福祉課題につきましては、私は当然ながら社会に

おいて高齢者や障害のある人を始めとするすべての

人の尊厳が守られ家庭や地域でともに生活できる社

会でなくてはならないと考えております。しかし地

域や職場などにおける障害等に対する理解はまだ低

いように感じております。また、介護や孤立化など

が増えてきており社会適応や障害等に対する地域や

家庭の意識を改善していくことが重要と考えている

ところでございます。そのためには議員の質問のと

おり地域社会で支え合えるためのボランティア教育

の機会として障害等について理解を深めてもらうた

めに住民を対象とした講演会勉強会を開催しながら
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人づくりに取り組んでまいりたいと考えております

し、その延長上としてＮＰＯ法人などの支援ができ

るような環境づくり雰囲気づくりを行政として行っ

てまいります。それとともに最初の村づくりビジョ

ンの質問でも述べましたが村づくりにはまず産業経

済の基盤がつくられその上で、住民と共同で福祉基

盤を構築することが重要と感じております。今この

地域で欠けているのが地域住民で支え合う意識であ

ります。理想を言えば住民を家族と同様に思えるよ

うな意識は芽生えないものなのか。そのためには、

今まず地域の中で、地域間交流を行い、お互い他の

地域の住民に関心を持つことが必要と感じていると

ころでございます。以上であります。答弁者に教育

長の名前がなかったのですけど、質問者が指名され

たので用意ができてたら答弁をお願いしたい。なか

ったらいいですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：今この場で言われ

て即答にちょっと困っているのですけれども、広い

意味で生涯学習という部分でこのあとの小山内議員

も出てくると思うんですけどもそこでは広い範囲の

意味で健康で豊かな生活を営むそういった機会とい

うことはこれは必要になってくると思いますので、

教育委員会としてもそういった部分で全体で考える

中の一員として生涯学習推進の意味でもそういう場

を設けていったり、機会を作っていくということは

当然やらなければならないことかなとそういうふう

にも思っていますので了解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：申しわけないです。

同僚議員の質問の中にもあるようですからこれで終

わりますけどもこういう取り組みこそ生涯学習だと

私は理解しますね。常に意識していただきたいとい

うふうに要請しておきたいと思います。次に２番目、

障害者の雇用の場づくりと高齢者の生きがいの場、

子どもも含めた地域住民の幅広い人々のたまり場と

しての共生型の施設づくりを検討してはいかがでし

ょうか。これについてお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの眞田議員の

質問にお答えいたします。障害者雇用の場づくりに

つきましてはまだまだ具体的な取り組みや動きには

なっていないのが現状であります。ただ、障害者で

あっても就労されている方はおりますが、障害の程

度によってはなかなか就労の場の創出に至っており

ませんが引き続き民間事業所に就労の継続と新規採

用を要請してまいりたいと思います。また地域住民

の幅広い人々のたまり場創りですが現状としての福

祉サービスはそれぞれの対象者向けに実施してまい

りましたが今後は、それぞれの事業を抱き合わせで

実施できないか検討している状況です。それによっ

て、高齢者、障害を持っている方、そうでない方と

の壁を取り除きながら相互の理解と交流を深めてい

くことを目指していければと考えております。さら

には保健福祉総合センターを中核として議員のおっ

しゃるとおりいろいろな方が集えるオープンサロン

的な事業もボランティアを巻き込みながら展開して

いけないか、早急に検討してまいります。また、以

前から検討しております鬼志別商店街の空き家スペ

ースを中国人交流事業と合わせて交流の場として引

き続き可能性を関係方面と協議してまいります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今日の道新に、これ

が挟まっていました。皆さん見たと思いますけど北

海道３月の広報紙です。この中に思いやりの輪を広

げて、生き生きと暮らせる北海道をつくりましょう

と。生き生きとした猿払村をつくる、障害者や高齢

者が安心して暮らせる地域それはみんなが暮らしや

すい地域です。北海道はこういうふうに定義づけて

います。私も全く同感でこういう思いで今まで質問

を続けてきました。それで今のお答えでわかります

しそういうことで早急に検討もしていただけるとい

うことで非常にありがたいですけれども例えば障害

者の問題になりますと段階的には保健福祉の方です

か、そちらの方で子どもの検診で何かちょっと知的

な部分で異常があるなとか何とかっていうのはわか

るでしょうそれが今度は次の段階、ステップとして

は保育所でそういう障害のある子どもたちをどうケ

アしていくかとまた教育していくかという部分で取
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り組んでいる、それが療養さっきの言う保育という

ふうに理解します。それとその次の段階ということ

になれば学校なりますね。特別支援学級、あさじの

１浜鬼２学級で２鬼志別は２学級で３人、合わせて

トータル６名の知的の障害を抱えた子ども方がいる

という。必要に応じた支援員を配置していくという

ことで執行方針を述べられておりますけれども教育

長これはちょっとこの問題についてね、思いつきで

申しわけないのですけれども学校でこの支援教育に

ついての課題は何かもしかあるとすればちょっと教

えていただきたい。なければ結構ですけども。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：ちょっとお答えし

たいと思います。今の学校の分で特別支援学級今３

校に求められていますけれども学校で課題というの

は今社会の中にはそういう障害を持たれる子がいま

すよとそれと一緒に暮らすそういうのを認め合うと

いうのも必要なことなのですけれどもただそれだけ

じゃなくて、いずれは子どもは成長していきますの

で今の学校支援の配置をさせていただきますけれど

も、義務教育の中ではいいんですけれども義務教育

を超えて高等部、あるいはこの猿払にその子どもた

ちが戻ってこれる場所があるのかないのかとそれは

今教育だけではなくて非常に大きな課題、懸念とな

っているところであります。そういうことでありま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これは非常に重要な

問題であってこういう人たちを我々と一緒に共生で

きる地域でなければならないと思いますね。そうい

う地域づくりが正しいというふうに理解いたします。

それで今安心したんですよ。療養保育というさっき

見たのですけどね。そういうところはやってやって

いただいているかと。教育については特別支援とい

うような部分でやっているとそれも安心いたしまし

た。今述べられておりました義務教育を終わった後

高等養護学校というのですか、そういうところを卒

業後はどうなっているかわからない、問題じゃない

ですか。義務教育を終えれば関係ないということで

はないんですよ、これは。その後どうなるか、その

人たち、その子の一生をどうするのかと地域に住む

か住まないかはその子たちが自由にみずから決める

べき、生活できる権利があると。今回の障害者の基

本法改正へ進みますけれども、やはりこれはそこに

住む権利を保障しようということを言われています

ね。ということはそういう受け皿をきちっとしよう

やということです。だから現状である企業、村長も

先に言いましたけれども現状にある企業の中で受け

入れるか受け入れらないかという判断はもういいの

です。難しい部分もあるのです。なければ創ればい

いじゃないですか。創らなければならないでしょう

ということ、それを私言いたいのですね。したがっ

て段階があります。今の保健福祉でそういうものは

早期発見するそして対応は保育所で療養保育という

対応をしています。教育ではそういった部分で特別

支援学級を作ってやってますと。そのあとどうしま

すかと。社会に出たら受け入れがないから他の施設

に他の町村に全部行ってしまう、そんな町でいい町

が作れるわけがないじゃないですか。それをどうす

るかという対策が求められていると思うのです、村

長。ちょっとそこの部分をやっぱり検討委員会を作

って何とかこの対策を協議したいとか何かそういう

思いが感じられればちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：このあいだも福祉関係

の会議で同じようなご意見この猿払村に受け皿がな

いと、何とかならないかというご意見がございまし

た。私も以前は企業を経営しておりましたけれども、

企業としてはなかなか危険とかいろんなものが伴い

ますので難しいという状況は理解できますがただ私

もこちらの世界に来ましていろんな会議とかいろん

な実態を見させていただいております。やはりその

辺のことをもう少し猿払村の中で周知を徹底いたし

ましてやっぱりともに支える意識を、企業もそうい

う方を使う努力をしなければいけないという気持ち

を認識すること、共有することが今は必要ではない

のかなと感じてところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：実は私も実態をちょ

っと調査したり、聞き取りをしていてこれだけの人
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数がいるのかとびっくりしたのですね。ということ

は住民はそこまで承知してないのですよ。そういう

状況を。だから対策も出なかったと、私も声を大き

く求めなかったと。それも、知識がないそういう意

識が共有できてなかったということの証拠です。私

も反省しております。そこで保育所長に提案を申し

上げたいのですけれども、療養教育という幼児の保

育行政の中でやはり親そういう知的な障害を持つ親

その段階で親の教育が必要だというふうに私は思う

のですね。そういうことにぜひ療養教育はもう本当

にありがたい話ですからさらにその部分に力を入れ

ていただきたいと、要望しておきたいと思います。

答弁は結構です。要望しておきます。それで先ほど

村長の執行方針の４ページで職員の定員管理の中に

高齢者の福祉対策時代に応じた専門職を配置して理

学療養士・保健師だとか載っていました。その中に、

やっぱり知的障害に支援できるような専門職という

のは必要だというふうに思うのですね。そういう部

分も検討をひとつしていただきたいなと、これは要

請しておきたいと思います。それと就労の場は、今

ある企業で受け入れ可能かどうかというのはそれは

知的のレベルというか、それぞれ違うと思います。

段階がね。いろいろあると思うのです。合わせた施

策が求められるから多様な、例えば介護メンバーで

年よりの着がえをお手伝いするぐらいやれないだろ

うか、可能性はどうなのだろうか。それだとかコー

ヒーを入れて、お客さんに出す、そういうことはで

きないのだろうか。パンを焼いてそういう作業をお

客さんに提供する、そういうことができないのだろ

うか。そういう個々にばらばらに何かをやるんでな

く、それを共生する一緒に関わってそういうところ

で高齢者は一般の住民子どもたちも巻き込んでそう

いうところを、週に１回でも結構だと提供できしあ

える触れ合えるそういう場を早急に検討していただ

きたいと、早急に。それで一番問題は村長私言いた

いのはこの地域に最後に住むということは私が少な

くとも何かの世の中の役に立っているよと少しでも

そういう実感を得られるか得られないかだと思うの

ですよね。障害者も同じですよ。知的障害があった

人たちをここでいくらかこうやることが役に立って

いるという実感が得れれば人生が変わってくると思

うのですね。私なら高齢者でも、地域にこういう還

元の方法もあるし役に立って期待もされているとな

ったら生きがいではないですか。現役の時は全然気

が付かないですよ、そんなことなんか。なって初め

てわかると。ぜひこれについては実現する方向で急

いで、縦でものを考えてはいけないと思います。ど

うですか、これで保健福祉課長、このあたら窓口に

なって少しそういう辺り呼びかけてそういう対策を

協議していくという考え方も当然必要だと思います

からいかんせん急ぎますのでね。のんきに住民周知

や勉強会から始めよう、いいんです。失敗してもい

いんです。とっかかることが勉強でしょうと思いま

す。それと釧路、石狩当別ですか。共生型の施設こ

れは新聞にも報道されておりました。そういう健常

者も障害者も子どももみんな含めてそういうたまり

場を作りましょうと、作っているところはね。資料

は保健福祉課長にも渡しています。こういう部分も

いろいろやっています。可能性はあります。だから

そういうところを勉強しながらですね、やはり取り

組めるのであれば早急に取り組んでいって、今最後

に言っておきますけれどもあれも欲しいこれもやっ

てもらいたいという、そういう時代は終わったと私

は認識しております。私が言っている意味はあれも

これもやってくれということじゃないのです。無駄

なものは省きましょうと今必要でしょうか。その事

業がその事業よりこっちの方が急ぎませんか。あれ

もこれもの時代からあれかこれかの選択の時代に入

ったと思います。これを総体的に私はそれだけの答

弁で結構ですから、あれか、それかの時代になった

ということで一言だけ 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君）：なかなか一言だけでは申し述

べることはできないのですけれども、思いだけ言わ

せていただきます。 

先ほど来から述べているとおり、村長に就任いた

しまして２年目に入ります。私はやっぱり産業の構

築これが一番だと。思っております。正直言いまし

て昨年度は政権も変わりました。陳情のしかたも変

わりまして農業対策・漁業対策、いろんな課題がご
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ざいまして出張等も多くなりそちらの方へ精力を注

いでおりました。ただ２年目に今年なります。２年

目になりましたので私も出張の予算を半分にいたし

ましてあまり外には出ないで、できるだけこちらに

おいて保健福祉センターの担当課長にも申し上げて

おりますけどもそちらにも私の机をとっておいてく

れということを申し述べましてですね福祉関係の方

を今年度は今の状況で申しわけないのですけど勉強

したいと思っております。早期に私もそういう結論

を出していきたいんですけどその前にまずは私がち

ょっと少々時間をいただいて勉強をさせていただい

て、実態を調査させていただきまして、しっかりと

自分の目で確認いたしましてそれで方向性を定めて

まいりたいと思いますので早急に結論を出すと言い

たいのではございますが、早急の前にちょっと待っ

ていただきたいなというのが今の心境でございます 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君）：全く最後になりますけれど

も産業基盤第一でしょう。わかります。しかし住ん

でいてやっぱり豊かさというのが一番ですよね。金

さえあればいいというものではないです。所得が２

０００万円ある、一戸あたりだからうちは豊かだか

らすべて満たされる、そういう問題ではないのです。

私が言うのは。心の豊かさを貧乏であってもいいと、

あまりきれいごとかもしれないですけども、貧乏で

もいいじゃないかと気持ち豊かでね。生きている実

感が伴えば私にはそういうことを言っているのであ

ってそういうことでみんなで村長にばかり求めるこ

と自体私間違っていると思いますから私もなんとか

ひとつ役に立つようなことを手がけていきたいなと

いうふうに認識しておりますし、呼びかけてもいき

たいと思います。以上で終わります。 


